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HPV ワクチンに係る自治体向け説明会について 

今般、厚生労働省において標記の説明会が開催されました。 

ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種については、積極的勧奨の差し控えにより接種

機会を逃した方に対して接種対象年齢を超えて行う接種（キャッチアップ接種）の実施期間

が来年３月 31 日までとなっており、接種を完了するためには半年程度要しますが、種々の

接種促進の取り組みがなされたものの、接種数は十分な水準となっておらず、厚生労働省で

は周知広報活動について、自治体に対して強化を促すとともに、本年夏までの間に重点的に

取り組むこととしております。 

キャッチアップ接種を含む定期接種対象者・保護者へのアンケート調査では、対象者の約

半数がキャッチアップ接種について知らないと回答しており、HPVワクチンに関係する情報

源としてはテレビが多かったとしております。 

また、市区町村を対象としたアンケート調査では、キャッチアップ接種について、令和５

年度として 12月末時点に接種券又は個別案内を対象者へ発送した自治体は全体の 70%弱、令

和４、５年度いずれも、未接種者への再勧奨を行っていないと回答した自治体は全体の 80%

強を占めたとしております。 

加えて、個別勧奨又は HP 掲載以外の情報提供について、取り組んでいると回答した市区

町村は限定的であった一方で、大学生相当以上の女性において、HPV ワクチンの接種を考え

始めたきっかけの大多数は自治体から接種の案内が届いたことであったとしております。 

日本医師会では、子宮頸がんと HPVワクチンについて解説する動画を作成し YouTubeへ一

般公開しており、本自治体説明会でも活用の呼びかけがなされました。 

なお、本動画については、より多くの方にご覧頂くため、動画データ（MP4ファイル）を

本会より希望者に提供しております（日本医師会広報課kouhou@po.med.or.jpまで件名に「動

画『HPVワクチン 2』希望」と明記のうえ、メールにてお申し込み願います）。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、自治体への働きかけ、

会員や接種対象者への情報提供、啓発活動等の接種促進に向けた協力方ご高配のほどよろし

くお願い申し上げます。 

（参考） 

➢ 日本医師会 YouTube 動画「教えて！日医君！～ HPV ワクチン～」：

https://www.youtube.com/watch?v=uTh-ZEwrxcE&t=0s

➢ 日本医師会 YouTube 動画「教えて！日医君！HPV ワクチン２～知っていますか？若い世代に増えている子

宮頸がん～」：

https://www.youtube.com/watch?v=5mKSQLO98TQ

➢ 令和６年５月 30 日 HPV ワクチンに係る自治体向け説明会 資料：

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40465.html

➢ 令和６年５月 22 日厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 資料：

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40341.html

➢ リーフレットを掲載している厚生労働省ホームページ「HPV ワクチンに関する情報提供資材」：

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

➢ その他の広報資材を掲載している厚生労働省ホームページ「HPV ワクチンに関する広報について」：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/kouhou.html：

➢ HPV ワクチンのキャッチアップ接種に係る周知等について：令和６年２月７日付日医発第 1996 号（健Ⅱ） 
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